
１　労働衛生管理体制の整備

令和7年6月　職員厚生課

「WBGT（暑さ指数）28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込
まれる作業とされていますが、「熱中症」は、当日の体調や天候等で、「いつでも」「誰でも」症状が出る可能性があるので、
各職場で、対応等の手順を作成しておくことを推奨いたします。

対象となるのは、

〇事業場における熱中症予防に係る責任者の明確化
　　→所属長：本庁の各課長・室長・センター長、地方機関の長
〇熱中症予防管理者等の選任
　　→現場で作業を管理する者等のうちから熱中症予防管理者等を選任
〇作業前の体調確認（参考資料①）
〇作業環境の確認 
　＊熱中症予防情報サイト（環境省）

https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php
　　・暑さ指数　　・単独作業をしない勤務体制　　・作業中の巡視、声かけ
　　・休憩時間の確保　　　・水分、塩分の補給　等

〇緊急連絡先を明記する
　救急車（１１９）、産業医や近隣医療機関等の内科、
　♯7119（救急安心センター）、管理者内線　等　
　
　＊「熱中症のおそれのある者に対する処置の例」を参照
　　　　（参考資料➁）

2  「早期発見」「早期対応」の手順書の作成

３  関係者への周知

〇安全衛生/衛生委員会での協議・周知
 〇職員への健康教育
　（ミーティング等での周知、執務室・休憩室への情報掲示　など）
 〇メール等でのお知らせ

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処する

ことにより、熱中症の重篤化を防止するため、

「１体制整備」「２手順作成」「３関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

職場における熱中症対策について（各職場で実施すること）
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〇各所属の作業の状況に応じて、項目の追加等をして下さい。

所属名：

班名 氏　　名 寝不足 食事 持病の管理 体調
二日酔いの
有無

4/1 ○○班 ○○　○○ 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可
4/1　
9:00

○○

1 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可

2 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可

3 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可

4 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可

5 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可

6 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可

7 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可

8 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可

9 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可

10 有　・　無 有　・　無 良好　・　不調 良好　・　不調 有　・　無
特別警戒アラート
警戒アラート
発表なし

可　・　不可

作業職員
熱中症警戒アラート＊

【参考資料①】

健康状態

熱中症予防のための体調確認票

＊熱中症予防情報サイト

https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php

作業実施 確認日時
所属確認
（サイン）

整理
番号 作業場所日付
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熱中症のおそれのある者に対する処置の例（フロー図）
　　※現場の実情に合った内容にしましょう。

【参考資料➁】

熱中症のおそれの

ある者を発見

作業離脱

身体冷却

意識の異常等

自力での

水分摂取

経過観察医療機関への搬送

意識の異常とは・・・

①意識がない

②返事がおかしい

③ぼーっとしている 等

普段と様子がおかしい場合

判断に迷う場合は、安易な

判断は避け、#７１１９を活

用し専門家の指示を仰ぐ！

救急隊要請

熱中症が疑われる症例

【他覚症状】

ふらつき、生あくび、失神、

大量の発汗、けいれん等

【自覚症状】

めまい、筋肉痛・筋肉の硬直

（こむら返り）、頭痛、不快

感、吐き気、倦怠感、高体温

等

回復後の体調急変等により症状が悪化するケースがあるため

連絡体制や体調急変時等の対応をあらかじめ定めておく

異常等あり

異常等なし

できない できる

回復しない、症状悪化

回復回復

医療機関までの搬送の間や

経過観察中は、一人にしない！

（単独作業の場合は常に連絡できる状態を維持）

3



熱中症のおそれのある職員に対する処置（職員厚生課）
〇責任者：職員厚生課長　　　〇熱中症予防管理者：各班長

【参考資料➁】

熱中症のおそれの

ある者を発見

声掛け

意識の有無の確認

意識の異常等

自力での

水分摂取

経過観察医療機関への搬送

意識の異常とは・・・

①意識がない

②返事がおかしい

③ぼーっとしている 等

普段と様子がおかしい場合

判断に迷う場合は、安易な

判断は避け、#７１１９を活

用し専門家の指示を仰ぐ！

救急隊要請

・119番へ電話

・中央監視室へ連絡（内線2265)

・本人の緊急連絡先の確認（総括課長補佐）

熱中症が疑われる症例

【他覚症状】

ふらつき、生あくび、失神、

大量の発汗、けいれん等

【自覚症状】

めまい、筋肉痛・筋肉の硬直

（こむら返り）、頭痛、不快

感、吐き気、倦怠感、高体温

等

・体調によって、業務継続の可否を判断する。

・自宅に帰る場合は、家族又は職員が付き添う。

・本人または家族へ、帰宅後の体調急変時の連絡先（各班長等）や対応

（医療機関受診等）の説明を行う。

異常等あり

異常等なし

できない
できる

回復しない、症状悪化

回復回復

医療機関までの搬送の間や

経過観察中は、一人にしない！

（単独作業の場合は常に連絡できる状態を維持）

＜対応＞

・安全かつ涼しい場所へ移動させる。

・衣服をゆるめる。

・水分の準備

・身体を冷やす

（診療所へ氷を取りに行く）
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